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○
国
土
交
通
省
令
第
十
一
号

平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
九
号
）
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
省
関
係
平
成
三
十
一
年
ラ

グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
六
月
十
三
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

国
土
交
通
省
関
係
平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
法
施
行
規
則

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
法
（

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
操
縦
者
の
通
報
の
方
法
）

第
二
条

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小

型
無
人
機
等
の
飛
行
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
二
項
第
一
号

又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
お
う
と
す
る
者
（
以
下
「
操
縦
者
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
対
象

空
港
の
管
理
者
又
は
土
地
の
所
有
者
若
し
く
は
占
有
者
（
土
地
の
所
有
者
又
は
占
有
者
に
あ
っ
て
は
、
正
当
な
権
原
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を
有
す
る
者
に
限
る
。
以
下
「
空
港
管
理
者
等
」
と
い
う
。
）
が
行
う
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
空
港
の
管
理
者
へ
の
通
報
は
、

小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
開
始
す
る
時
間
の
四
十
八
時
間
前
ま
で
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
記

様
式
第
一
号
の
通
報
書
を
、
当
該
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
対
象
空
港
周
辺
地
域
の
対
象
空
港
の
管
理
者
に
提

出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
う
日
時

二

小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
う
目
的

三

小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
対
象
空
港
周
辺
地
域
内
の
区
域

四

操
縦
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
電
話
番
号

五

操
縦
者
の
勤
務
先
の
名
称
、
所
在
地
及
び
電
話
番
号
（
操
縦
者
が
当
該
者
の
勤
務
先
の
業
務
と
し
て
小
型
無
人

機
等
の
飛
行
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。
）

六

小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
機
器
の
種
類
及
び
特
徴
（
製
造
者
、
名
称
、
製
造
番
号
、
色
、
大
き
さ
、
積
載

物
そ
の
他
の
特
徴
を
い
う
。
）

２

前
項
の
規
定
は
、
操
縦
者
の
う
ち
空
港
管
理
者
等
以
外
の
者
が
行
う
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
空
港
の
管
理
者
へ
の
通
報
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
通
報
は
」
と
あ
る
の
は
「
通
報
は
、
空
港
管
理
者
等
の
同
意
を
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得
た
上
で
」
と
、
「
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
事
項
並
び
に
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
つ
い
て
同
意
を
し
た
空
港
管
理

者
等
の
氏
名
、
住
所
及
び
電
話
番
号
」
と
、
「
通
報
書
」
と
あ
る
の
は
「
通
報
書
及
び
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
つ

い
て
同
意
を
し
た
空
港
管
理
者
等
の
同
意
を
証
明
す
る
書
面
の
写
し
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
公
務
操
縦
者
の
通
報
の
方
法
）

第
三
条

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法
第
九
条
第
二
項

第
三
号
に
掲
げ
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
お
う
と
す
る
者
（
以
下
「
公
務
操
縦
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
法
第

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
対
象
空
港
の
管
理
者
へ
の
通
報
は
、
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
開
始
す
る
時
間
の
四
十
八
時
間
前
ま
で
に
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
対
象
空
港
の
管
理
者
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

前
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別

記
様
式
第
二
号
の
通
報
書

イ

公
務
操
縦
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
電
話
番
号

ロ

公
務
操
縦
者
の
勤
務
先
の
名
称
、
所
在
地
及
び
電
話
番
号

ハ

小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
委
託
し
た
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
の
名
称
、
事
務
所
の
所
在
地
、
担
当
者

の
氏
名
及
び
電
話
番
号
（
公
務
操
縦
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
委
託
を
受
け
て
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を

行
う
場
合
に
限
る
。
）
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二

公
務
操
縦
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
委
託
を
受
け
て
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
う
こ
と
を
証
明
す
る
書

面
の
写
し
（
公
務
操
縦
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
委
託
を
受
け
て
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
う
場
合
に
限

る
。
）

（
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
機
器
の
提
示
等
）

第
四
条

前
二
条
の
規
定
に
よ
り
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
当
該
通
報
に
係
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
機

器
を
対
象
空
港
の
管
理
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
提
示
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
お
い
て
は

、
当
該
機
器
の
写
真
を
提
出
す
る
こ
と
で
足
り
る
。

（
緊
急
時
の
特
例
）

第
五
条

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法
第
九
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
対
象
空
港
の
管
理
者
へ
の
通
報
は
、
前
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
そ
の
他
緊
急
や
む
を
得

な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
開
始
す
る
時
間
の
直
前
ま
で
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
ご
と

に
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
対
象
空
港
の
管
理
者
に
対
し
て
口
頭
で
行
う
こ
と
で
足
り
る
。

一

操
縦
者
の
う
ち
空
港
管
理
者
等

第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

二

操
縦
者
の
う
ち
空
港
管
理
者
等
以
外
の
者

第
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項
並
び
に
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
つ
い
て
同
意
を
し
た
空
港
管
理
者
等
の
氏
名
、
住
所
及
び
電
話
番
号

三

公
務
操
縦
者

第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
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附

則

こ
の
省
令
は
、
国
会
議
事
堂
、
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
そ
の
他
の
国
の
重
要
な
施
設
等
、
外
国
公
館
等
及
び
原
子
力
事

業
所
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
元
年
法
律
第
十
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
六
月
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。


